
＜ 2＞＜ 3＞ 平成26年（2014年）5月1日平成26年（2014年）5月1日

厚生年金に加入していた 20 歳以
上の人が 60 歳未満で退職したとき
は、国民年金の第 1号被保険者にな
るための手続きが必要です。
また、退職した人に扶養されてい
る 60 歳未満の配偶者も第 1号被保
険者に変更となるため、手続きが必
要です。
第 1号被保険者の保険料は、月額
15,250 円です。
保険料を納めることが経済的に困
難な場合は、保険料の納付を免除さ
れる特例免除制度があります。免除

を受けると将来の年金受給額が減額
されますが、10 年以内に保険料を
追納すれば、受給額を増やすことが
できます。
保険料の未納や申請遅れがある
と、万一のときに障害年金などを受
け取れない場合があります。忘れず
に手続きをお願いします。
【手続きに必要なもの】
▼年金手帳または基礎年金番号通
知書▼印鑑（本人が署名する場合は
不要）▼退職を確認できる公的機関
の証明書の写し（雇用保険受給資格
者証・離職票など）
【申請・問合せ先】
▼市民年金課（☎ 64-1333）▼京
都南年金事務所（☎ 075-643-2547）

市
は
、
特
別
障
害
者
・
障
害
児
福

祉
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

新
た
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人

は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
に
は

医
師
の
診
断
書
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。

【
特
別
障
害
者
手
当
】

対
象
＝
重
度
の
障
が
い
が
２
つ
以

上
あ
り
、
常
時
特
別
な
介
護
が
必
要

な
２０
歳
以
上
の
人

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

障
が
い
者
施
設
・
養
護
老
人
ホ
ー
ム

な
ど
に
入
所
、
病
院
・
診
療
所
な
ど

に
３
カ
月
を
超
え
て
入
院
す
る
場
合

を
除
き
ま
す
。

支
給
額
＝
月
額
２
万
６
千
円

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

対
象
＝
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、

常
時
介
護
が
必
要
な
在
宅
の
２０
歳
未

満
の
人

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

障
が
い
児
入
所
施
設
な
ど
に
入
所
、

障
が
い
に
よ
り
公
的
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
き
ま

す
。支

給
額
＝
月
額
１
万
４
千
１
４
０

円
な
お
、
発
達
障
が
い
が
あ
り
、
在

宅
で
特
別
の
介
護
が
必
要
な
人
も
、

特
別
障
害
者
・
障
害
児
福
祉
手
当
の

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

障
害
福
祉
課
に
あ
る
申
請
書
に
、

認
定
請
求
書
・
医
師
の
診
断
書
・
所

得
状
況
届
な
ど
を
添
え
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い

【
申
請
・
問
合
せ
先
】

障
害
福
祉
課
（
☎
６４
・
１
３
７
２
）

５
月
１２
日
は
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
日
で
す
。

民
生
委
員
は
、
生
活

の
悩
み
や
心
配
事
の
相

談
、
社
会
福
祉
の
制

度
・
サ
ー
ビ
ス
の
案
内

な
ど
の
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。
児
童
委
員
も

兼
ね
て
お
り
、
子
ど
も
た

ち
の
見
守
り
、
子
育
て
の
不

安
な
ど
の
相
談
・
支
援
も
行
っ
て

い
ま
す
。

市
で
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
た
１
３
８
人
の
委
員
が

活
動
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
困
り
の
と
き
は
、
お
近
く
の
委
員
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
子
育
て
支
援
を
専
門
と
す
る
主
任
児
童
委
員
も
相

談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
社
会
福
祉
課
（
☎
６４
・
１
３
７
１
）

市
で
は
、
６
月
中
旬
に
給
付
金
の
案
内
を
郵

送
す
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
詳
し
い
手
続
き
方
法
な
ど
は
広
報
京

た
な
べ
６
月
１５
日
号
で
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。案

内
が
届
い
た
ら
内
容
を
確
認
し
、
該
当
す

る
場
合
は
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

た
だ
し
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

対
象
と
な
る
公
務
員
は
、
勤
務
先
か
ら
の
案
内

に
な
り
ま
す
。

対
象
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人

▼
平
成
２６
年
１
月
１
日
現
在
、
本
市
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
▼
平
成
２６
年
度

の
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
▼
市
民
税
が

課
税
さ
れ
る
人
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
な
い

▼
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い

支
給
額
＝
１
人
に
つ
き
１
万
円

次
に
該
当
す
る
人
は
１
人
に
つ
き
５
千
円
を

加
算
し
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
・
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基

礎
年
金
・
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手

当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
な

ど
の
受
給
者

問
合
せ
先
＝
社
会
福
祉
課
（
☎
６４
・

１
３
７
１
）

対
象
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人

▼
平
成
２６
年
１
月
１
日
現
在
、
本
市
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
▼
平
成
２６
年

１
月
分
の
児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
給
し
た

▼
平
成
２５
年
の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得
制

限
額
を
超
え
な
い
▼
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対

象
で
な
い
▼
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い

支
給
額
＝
児
童
手
当
の
対
象
児
童
１
人
に

つ
き
１
万
円

問
合
せ
先
＝
子
育
て
支
援
課
（
☎
６４
・

１
３
７
６
）

市
は
、
知
る
権
利
を
尊
重
し
行
政
情
報
を
公
開
す
る

こ
と
で
、
行
政
の
透
明
性
を
確
保
し
、
市
政
に
対
す
る

理
解
や
信
頼
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
公
文
書
や
自
己

の
個
人
情
報
の
開
示
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
２５
年
度
中
の
利
用
状
況
を
左
表
の
と
お
り
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
同
制
度
の
利
用
窓
口
は
総
務
室
で
す
。

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
総
務
室
（
☎
６４
・
１
３
３
７
）

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
河
原
保

育
所
・
大
住
保
育
園
で
は
、
市
内
に
在

住
す
る
就
園
前
（
０
～
２
歳
）
の
子
ど

も
を
持
つ
保
護
者
を
対
象
に
、
広
い
園

庭
や
絵
本
・
お
も
ち
ゃ
な
ど
が
あ
る
育

児
ル
ー
ム
を
開
放
し
、
子
ど
も
が
遊
べ

る
場
所
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
と
の
ふ
れ
あ
い
は
も
ち
ろ

ん
、
常
駐
す
る
保
育
士
へ
子
育
て
に
つ

い
て
の
相
談
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
一

人
で
子
育
て
に
悩
む
お
母
さ
ん
が
増
え

て
い
る
中
、
お
母
さ
ん
同
士
が
語
り
合

え
る
場
・
マ
マ
友
を
作
る
場
を
提
供
す

る
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ

の
ほ
か
、
妊
娠
期
の
お
母
さ
ん
を
対
象

に
し
た
子
育
て
講
習
会
な
ど
も
行
っ
て

い
ま
す
。

同
セ
ン
タ
ー
が
行
う
事
業
や
催
し

は
、
毎
月
１
日
発
行
の
地
域
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
「
お
ひ
さ
ま
だ
よ

り
」「
す
く
す
く
」
で
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

だ
よ
り
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧

で
き
る
ほ
か
、
市
立
公
共
施
設
・
児
童

館
・
保
育
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

◆
園
庭
開
放
◆

河
原
保
育
所
・
大
住
保
育
園
の
園
庭

や
育
児
ル
ー
ム
を
開
放
す
る
「
お
ひ
さ

ま
広
場
」「
わ
く
わ
く
広
場
」
を
行
っ

て
い
ま
す
。
遊
び
な
が
ら
親
子
の
つ
な

が
り
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

日
時
＝
平
日
。
年
末
年
始
を
除
き
ま

す
▼
園
庭
の
開
放
…
午
前
９
時
３０
分
～

午
後
３
時
３０
分
（
正
午
～
午
後
１
時
を

除
く
）

▼
部
屋
の
開
放
…
午
前
９
時
３０
分
～

１０
時
４５
分
。
午
前
１０
時
３０
分
か
ら
絵
本

の
読
み
聞
か
せ
も
あ
り
ま
す

◆
す
く
す
く
子
育
て
相
談
◆

来
所
相
談
＝
電
話
で
予
約
し
て
く
だ

さ
い電

話
相
談
＝
平
日
午
前
９
時
～
午
後

４
時
。
年
末
年
始
を
除
き
ま
す

◆
相
談
・
問
合
せ
先
◆

▼
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
河
原

保
育
所
（
京
田
辺
市
河
原
神
谷
６９
、
☎

６２
・
３
５
１
１
）
▼
地
域
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
大
住
保
育
園
（
京
田
辺
市
大

住
下
西
野
７７
、
☎
６２
・
１
４
７
７
）

市
は
、
市
内
に
在
住
す
る
妊

婦
と
そ
の
配
偶
者
を
対
象
に
、

パ
パ
マ
マ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
き
ま

す
。
生
ま
れ
る
前
か
ら
始
め
る

歯
の
健
康
づ
く
り
・
お
父
さ
ん

に
な
る
人
の
妊
婦
体
験
な
ど
、

一
緒
に
子
育
て
を
考
え
ま
し
ょ

う
。参

加
希
望
者
は
母
子
手
帳
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
歯
科
・
育
児
編
】

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
指
導
・
沐
浴

体
験
な
ど
を
行
い
ま
す
。

日
時
＝
５
月
１５
日
㈭
午
後
１

時
３０
分
～
４
時

場
所
＝
保
健
セ
ン
タ
ー

申
し
込
み
＝
不
要

【
体
験
編
】

お
父
さ
ん
の
妊
婦
体
験
や
お

腹
の
赤
ち
ゃ
ん
の
心
音
を
聞
く

体
験
な
ど
を
行
い
ま
す
。

日
時
＝
６
月
１４
日
㈯
午
後
１

時
３０
分
～
４
時

場
所
＝
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
妊
娠
５
カ
月
以
上
で

安
定
期
の
妊
婦
と
そ
の
配
偶
者

必
ず
夫
婦
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

定
員
＝
先
着
２０
組

申
込
方
法
＝
５
月
２６
日
㈪
か

ら
電
話
で
受
け
付
け
し
ま
す

【
申
込
・
問
合
せ
先
】

子
育
て
支
援
課
（
☎
６４
・

１
３
７
７
）

毎月発行する「おひさま
だより」「すくすく」

市
で
は
、
子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
・

お
父
さ
ん
を
応
援
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
年
３
月
、
待
機
児
童
ゼ
ロ
を
実
現

す
る
た
め
、
市
有
地
を
提
供
し
新
築
移

転
を
支
援
し
て
い
た
私
立
み
み
づ
く
保

育
園
が
完
成
。
４
月
か
ら
は
、
田
辺
東

幼
稚
園
の
園
舎
を
利
用
し
た
河
原
保
育

所
の
分
園
を
開
設
し
、
両
園
で
保
育
定

員
を
約
１
０
０
人
増
や
す
な
ど
計
画
的

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
平

成
２５
年
か
ら
、
病
気
中
の
子
ど
も
を
預

か
る
病
児
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
る
な

ど
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
希
望
す

る
若
い
世
代
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
事
業

も
進
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
就
園
前
の
子
ど
も
を
持
つ

お
母
さ
ん
が
一
人
で
子
育
て
に
悩
ま
な

い
よ
う
、
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

や
子
育
て
ひ
ろ
ば
「
て
ふ
て
ふ
」
で
、

保
育
士
に
よ
る
相
談
や
お
母
さ
ん
同
士

が
語
り
合
え
る
場
を
つ
く
る
サ
ポ
ー
ト

事
業
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

病
児
・
病
後
児
保
育
は
、
市

内
に
在
住
す
る
生
後
６
カ
月
か

ら
小
学
校
４
年
生
ま
で
の
児
童

が
、
病
気
中
か
病
気
の
回
復
期

に
あ
り
、
集
団
保
育
や
家
庭
で

の
保
育
が
難
し
い
場
合
に
預
か

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

詳
し
く
は
、
子
育
て
支
援
課

に
問
い
合
わ
せ
る
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
子
育
て
支
援
課

（
☎
６４
・
１
３
７
６
）

3月、市営住宅跡地に新築
移転したみみづく保育園

子
育
て
ひ
ろ
ば
「
て
ふ
て
ふ
」
は
、

３
歳
以
下
の
親
子
や
妊
娠
中
の
お
母
さ

ん
を
対
象
と
し
た
交
流
・
育
児
相
談
な

ど
が
で
き
る
子
育
て
支
援
の
拠
点
で

す
。
子
ど
も
と
一
緒
に
遊
び
に
来
て
く

だ
さ
い
。

運
営
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
そ
よ
か
ぜ
子
育

て
サ
ポ
ー
ト
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

開
設
曜
日
・
時
間
＝
月
・
火
・
木
・

金
曜
日
、
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

場
所
＝
京
田
辺
市
田
辺
久
戸
３５
・
１

駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
少
な
い
た
め
、
公

共
交
通
機
関
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

費
用
＝
無
料

利
用
方
法
＝
初
め
て
利
用
す
る
人
は

来
所
時
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い

問
合
せ
先
＝
子
育
て
ひ
ろ
ば
「
て
ふ

て
ふ
」（
☎
６２
・
３
７
３
１
）
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